
プレジャーボートのマナーアップ

・違反行為は、５万円以下の罰金に処せられます。
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モーターボート・ヨット・水上バイク等による、次の
ような行為は、禁止されています。
◎遊泳者・作業中の海女・操業中の漁船や漁具（定置されて

あいないもの）から２００メートル以内の区域での操縦
◎養殖施設（いかだ）・定置されている漁具（定置網など）

あから１００メートル以内の区域での操縦
◎酒酔い等による操縦

「三重県モーターボート及びヨット事故防止
条例」をご存知ですか？

尾鷲海上保安部

養殖施設

遊泳者

操業漁具

操業漁船

海女さん


